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(57)【要約】
　ドライバ（３）は、自動車（１）にて自身を識別させ
ることができる。次に、ドライバ（３）に特化したドラ
イバ信号が生成され、当該信号が自動車（１）から送信
器（９）により送信される。これにより、自動車（１）
の近くにあるデバイス（２）は、ドライバ（３）の一人
一人に対応することができ、ドライバに然るべき情報を
提供することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドライバ（３）を識別するドライバ識別装置（７）と、
　ドライバ識別装置（７）により特定されたドライバ（３）に特化した信号を生成する信
号生成装置（８）と、
　前記自動車（１）の近くにあるデバイスが、前記ドライバの存在に対して固有の対応を
行うことができるように、当該ドライバに特化した信号を送信可能な送信器（９）と、
を有する自動車。
【請求項２】
　請求項１に記載の自動車において、
　前記ドライバ識別装置（７）は、生体認証センサ、電子自動車キー、及び／又は、電子
識別カードを読み取るための無線センサを有していることを特徴とする自動車。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の自動車において、
　前記信号生成装置（８）は、一人または複数人のドライバ（３）に特化したデータが保
存されているデータメモリ（６）に接続されており、前記信号生成装置（８）は、前記デ
ータメモリ（６）から、前記ドライバ識別装置（７）により特定されたドライバに特化し
たデータを読み出すことができることを特徴とする自動車。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の自動車において、
　前記送信器（９）は、無線信号、特に予め規定された標準規格（例えばＷＬＡＮ，Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ）に準じた無線信号を送出するように形成されていることを特徴とする自
動車。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の自動車において、
　双方向通信を前記送信器（９）とともに行なうために、受信器（９）を有していること
を特徴とする自動車。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の自動車と、デバイスとを備え、当該デバイスは、
前記特化したドライバ信号を受信する受信器と、光学的及び／又は音響学的な信号装置と
を有し、受信された前記ドライバ信号に応じて光学的及び／又は音響学的な信号を送出す
るシステム。
【請求項７】
　請求項６に記載のシステムにおいて、
　前記デバイスは、前記自動車と双方向通信を行なうことができるように送信器を有する
ことを特徴とするシステム。
【請求項８】
　請求項６または７に記載のシステムにおいて、
　前記デバイス（２）は、一人または複数人のドライバに特化したデータが保存されてい
るサーバ（１１）に接続されており、前記デバイスは、前記サーバ（１１）から、受信し
た前記ドライバ信号により識別される前記ドライバに関するさらに他の情報を取得するこ
とを特徴とするシステム。
【請求項９】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の自動車（１）を特に使用し且つ／又は請求項６な
いし８のいずれかに記載のシステムを使用する方法であって、
　ドライバ識別装置（７）により、自動車（１）のドライバ（３）を識別し、
　信号生成装置（８）により、識別された前記ドライバ（３）に特化したドライバ信号を
生成し、
　前記自動車（１）の近くにあるデバイス（２）が、前記ドライバの存在に対して固有の
対応を行なうことができるように、特化した前記ドライバ信号を送信器（９）により送信



(3) JP 2017-506178 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

する方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法において、
　前記ドライバ（３）に特化した情報が利用可能であることのみを示す、前記ドライバ（
３）に特化していない信号を送信し、
　前記自動車（１）の近くにあるデバイス（２）のデバイス信号を受信した後、前記デバ
イス（２）を前記デバイス信号に基づいて識別し、それから前記ドライバ（３）に特化し
た信号を送信することを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法において、
　複数のデバイスからなるグループの予め特定されたデバイス（２）が識別される場合に
のみ、前記ドライバ（３）に特化したドライバ信号を送信することを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１０または１１に記載の方法において、
　前記ドライバ（３）に特化した信号を、暗号化した状態でそれぞれの前記デバイス（２
）に伝送することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車、特に自動車を個人専用にする手段を有する自動車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の異なるドライバのために複数の異なる設定が保存（記録）されている自動車が公
知である。電気的に調整可能なミラー、電気的に調整可能なシート及び／又はオーディオ
システムの設定が、特定のドライバに対して特有のものとして（特定のドライバに特化し
て）保存されている。ドライバは、自分の車両において自分のキーによって識別される。
このキーは、電子キーであり、車両を開けるときに自動車の制御装置と通信を行なう。こ
の自動車キーは、特定の識別指標を持っている。この識別指標が、自動車を開けるときに
、自動車の電子制御装置に伝送される。これに対応して、制御装置は、この識別指標に対
応付けられたパラメータを呼び出し、例えば、ミラー、シート及びオーディオシステムを
、そのドライバが最後に自動車を使用した際にドライバが残していったままに設定する。
一台の自動車を共同で使用する複数の異なるドライバは、自分達が自動車における自分達
の個別の設定をいつも見出せるようにするのに、別々のキーを使わなければならない。
【０００３】
　特許文献１より、様々なコマーシャルメッセージを収めた広告装置が知られている。こ
の装置は、宣伝を流すべき人々の特定の特徴による一ないし複数の宣伝用パラメータを検
出する装置を有している。この特徴は、例えば、広告装置の近くにいる人が使用している
言語でもよい。さらに他の特徴は、広告装置の近くにいる人が運転する自動車の自動車型
式名である。これらのパラメータは、検出装置によって自律的に認識されることが可能で
ある。これらのパラメータに応じて、個別のコマーシャルメッセージを広告装置に表示す
ることができる。
【０００４】
　特許文献２より、インターネットにおいて特定の人々の購買動向に関する特徴が収集さ
れ、これらの特徴に合せて個人専用にされたコマーシャルメッセージがこれらの人々に向
けて送られるという方法が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】欧州特許第１０５３５３８号公報
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７／００６１１９０号明細書
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、ドライバにとって自動車の利用が従来の自動車に比べてより快適であるよう
に自動車及び方法を発展させることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この課題は、独立請求項により解決される。有利な構成は、各従属請求項において述べ
られている。
【０００８】
　本発明による自動車は、ドライバを識別するドライバ識別装置と、ドライバ識別装置に
よりドライバ毎に割り当てられたドライバ特有の信号（ドライバ特化した信号）を生成す
る信号生成装置と、自動車の近くにあるデバイスがドライバの存在に対して固有の対応を
行なうことができるように、ドライバに特化した信号（ドライバのための特有の信号）（
ｄａｓ　ｆｕｅｒ　ｄｅｎ　Ｆａｈｒｚｅｕｇｌｅｎｋｅｒ　ｓｐｅｚｉｆｉｓｃｈｅ　
Ｓｉｇｎａｌ）が送信可能とされた送信器と、を有する。
【０００９】
　自動車は、ドライバに特化した信号を送信するので、自動車の近くにあるデバイスは、
この特化したドライバ信号から、ドライバに特化したパラメータないし情報を得ることが
でき、それによりドライバの要望に添って対応することができるようになる。特化したパ
ラメータないし情報は、とりわけ、ドライバの年齢、性別、使用言語、身長、及び体重並
びに特別な興味や趣味についての情報を含むものであってよい。しかしながら、これらの
パラメータ及び情報は、ドライバが目指す目的地及び／又はドライバが計画した行動につ
いての情報を有していてもよい。
【００１０】
　この種の情報を処理できる典型的なデバイスは、例えば、交通・駐車案内システムであ
る。ドライバが、例えば見本市といったような催しものに参加申し込みしているか或いは
ホテルでの休暇を予約した場合、見本市ないしホテルにある駐車案内システムがドライバ
を認識でき、適切な自動案内表示により予め予約した駐車スペースへと導くことができる
。場合によっては、ドライバに、どこに申請ないしチェックインしなければならないかと
いった当地での特定情報を送ることもできる。これは、ドライバにとって、自分に不慣れ
な環境にドライバがいるときには、特に役立つ。また、このような駐車案内システムは、
ある程度の範囲にわたって複数の駐車棟ないし駐車施設を分散して所有している大企業で
はとりわけ有利である。これにより、訪問者は、この訪問者にとって最適な駐車施設へと
自動的に導かれることができる。
【００１１】
　他のデバイスは、ドライバに特化した情報を表示することができる宣伝表示器及び一般
的な情報の表示器である。ドライバに出力された或いは表示された情報は、とりわけドラ
イバの個別の要望及び／又はドライバの個別の、しかもとりわけ実際の状況に適った情報
であることが可能である。
【００１２】
　ドライバが決められた目的地で認識されると、彼を待ち受けている人たちは、彼がいる
との知らせを自動的に受け取ることができ、その場所まで彼を迎えに行くことができる。
このような装置は、例えば、訪問者が会社敷地内をできることなら付き添いなしで行って
はいけないような大企業には有利である。他方、ドライバは、すぐにも人が迎えに来てく
れ、彼にとっても探し回る厄介さが省ける。
【００１３】
　ドライバが障害を持っていれば、ドライバは、自動的に空いた障害者用駐車スペースに
案内されることができる。同じことが、女性用駐車スペース、フェリーや車両列車の予約
駐車スペース、空港ターミナル等にも該当する。
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【００１４】
　例えば交通事故や悪天候等による短時間の交通障害があるときには、とりわけ、ドライ
バ信号が走行目的地を含んでいれば、個々の自動車は個別に迂回させられることができ、
その場合には、さらに車両の大きさ（乗用車、商用車）、駆動タイプ（２輪駆動、４輪駆
動）等といった別のパラメータも考慮され得る。
【００１５】
　本発明の本質は、特化した信号を送信することで、ドライバがその周りから識別される
ことができ、それにより、ドライバに個別の情報やサービスが提供されることができると
いう点である。これにより、特化したドライバ信号を送らない従来の自動車に対し、自動
車を利用する快適さがかなり増すことになる。
【００１６】
　ドライバは、電子自動車キーを使ってドライバ識別装置で自身を識別させる（識別され
る）ことができる。代替的ないし補足的に、指紋、顔及び／又は虹彩組織を検出する生体
認証センサが設けられてもよい。補足的ないし代替的に、例えば電子身分証明書のような
電子識別カードを読み取るための無線センサが設けられてもよい。ドライバは、自動車に
おいて入力装置に個別のコードを入力することによっても自身を識別させることができる
。生体認証センサ及び電子識別カードを読み取るための無線センサは、これらが操作及び
障害に対する高度の安全性を与えてくれるので好ましい。これにより、第三者には、不法
なやり方で自身を別人のドライバとして自動車に識別させることが困難となる。
【００１７】
　信号生成装置は、好ましくは、一人または複数人のドライバに特化したデータが保存さ
れているデータメモリに接続されている。ドライバがドライバ識別装置により特定されて
いれば、信号生成装置は、データメモリから、それぞれ特定されたドライバに特有のデー
タを読み出すことができる。これらのデータは、特化したドライバ信号を生成する際に用
いられる。
【００１８】
　送信器は、無線信号、とりわけ、規定された標準規格に準じた無線信号を送るように形
成されている。このような規格は、例えばＩＥＥＥ８０２．１１ａ、ＩＥＥＥ８０２．１
１ｂ、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｃ、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｄ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ
、ＩＥＥＥ８０２．１１ｈ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎによるＷＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ、特にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｖ２．０、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｖ３．０やＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ　Ｖ４．０である。
【００１９】
　自動車には、デバイスとの双方向通信を送信器と一緒になって行なうべく、受信器が設
けられていてもよい。デバイスは、とりわけ、自動車及びデバイスのそれぞれの送信器及
び受信器がそれらの送信ないし受信出力に基づいて通信接続を互いに構築できれば、自動
車の近くにあるものとして格付けされることができる。それらの互いの近さは、特に、そ
れぞれの地理的座標及びそれぞれの互いの距離によっても特定することができる。自動車
及びデバイスは、それらの距離が予め定められた上限値を下回れば、互いに近くにあるも
のとして格付けされることができる。
【００２０】
　本発明によるシステムは、このような自動車と、デバイスとを備え、当該デバイスは、
特化したドライバ信号を受信し、その中に含まれたパラメータないしその中に含まれた情
報に従って、個別に対応することができる。当該デバイスは、特化したドライバ信号を受
信する受信器と、ドライバに信号を送ることを可能にするべく、信号装置とを有している
。この信号は、例えば光学的及び／又は音響学的な信号であってもよい。
【００２１】
　本発明による方法によれば、先ず、自動車のドライバは、自動車のドライバ識別装置に
より識別され、信号生成装置により、識別されたドライバに特化したドライバ信号が生成
され、この特化したドライバ信号が送信器により送信され、その結果、自動車の近くにあ
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るデバイスが、ドライバの存在に対して固有の対応を行なうことができるようになってい
る。
【００２２】
　好ましくは、ドライバに特化した情報が利用可能であることのみを示す、ドライバに特
化していない信号が送信され、自動車の近くにあるデバイスのデバイス信号が受信された
後、デバイス信号に基づいてデバイスが識別され、デバイスの識別と検証が成功した後、
ドライバに特化した信号がデバイスに送信される。
【００２３】
　ドライバに特化していない信号の代わりに、先ずはドライバに関する情報及びパラメー
タの削減された組（Ｓａｔｚ）だけを含んだ、ドライバに特化したドライバ信号を送信し
てもよい。そして、デバイスが識別されている場合にはじめて、パラメータ及び情報につ
いて完全な或いは拡張された組が各デバイスに送られる。自動車は、こうして個別の異な
る情報をデバイスに利用させることができる。デバイスは、自動車の特定の情報を必要に
応じて照会することもできる。
【００２４】
　デバイスは、複数の受信器及び送信器を有していてもよい。これらの受信器及び送信器
は、特に、例えば高速道路といった特定の道路に沿って互いにネットワーク化されており
、これにより、長い時間にわたって自動車とデバイスとの間のデータ交換を行なうことが
できる。
【００２５】
　特化したドライバ信号は、好ましくは、デバイスが、承認されたデバイスとして、或い
は、承認された複数デバイスからなるグループの一つとして識別されたときにだけ送信さ
れる。これにより、承認されていない第三者の手に個人情報が渡ることが回避される。
【００２６】
　自動車とデバイスとの間の通信は、好ましくは暗号化した状態で行なわれる。この種の
暗号化の方法は公知である。本システムには、公開鍵（例えば、ＲＳＡ暗号化）を用いた
暗号化方法が用いられる。
【００２７】
　以下に、本発明を図面に基づいて具体的に詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１ａ】使用者特化データを評価しロードするための流れを概略的に示す図である。
【図１ｂ】使用者特化データを評価しロードするための流れを概略的に示す図である。
【図２】本発明の第一の実施例による自動車とデバイスとの間の通信の原理をブロック図
にて概略的に示す図である。
【図３】自動車に設けられ、ドライバに特化したドライバ信号を生成し発信する装置を示
す図である。
【図４】第一の実施例において用いられる方法を示すフロー図である。
【図５】本発明の第二の実施例による自動車とデバイスとの間の通信の原理をブロック図
にて概略的に示す図である。
【図６】簡略化された方法を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明による自動車１は、ドライバに特化した信号、つまりドライバ信号を送るように
形成されており、その結果、デバイス２が、このドライバ信号を受信でき、当該ドライバ
信号に応じて対応できる（図２）。
【００３０】
　ドライバ３に特有の複数の情報を利用可能にするため、これらの情報は、処理されて識
別番号に対応付けられる（図１ａ）。ドライバ３は、先ず登録所４において一つしかない
（一義的な）識別コードを入手する。登録所４に適しているのは、例えば、電子証明書を
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発行する認証局、又は電子式に読み取り可能な識別コード付きの書類を発行する役場や銀
行等である。こうして、電子読み取り可能な身分証明書若しくはパスポート又はクレジッ
トカード若しくは銀行カードの識別コードを使用することができる。
【００３１】
　この識別コードを用いて、ドライバ３は、自分に特化したデータを含むプロフィールを
作成する。これらのプロフィールデータは、性別、使用言語、身長、体重、年齢といった
身体的な特徴を含む。また、これらのデータは、個人的な関心や趣味に関する情報を含ん
でもよい。このプロフィールは、ドライバ３の自動車１についての固有のデータを有する
こともできる。プロフィールは、データ入力の際にドライバ３を支援する適切なソフトウ
ェアを用いて作成される。個々のデータには、異なる機密レベル及び／又は各データの受
信が許可された複数の受信器からなる異なるグループを割り当てることができる。自動車
修理工場、ホテル、催し物業者のような特定のサービス業者は、例えば彼らにとって意味
のあるデータを読み取ってもよいが、これらのデータが、例えば、広告サービス業者の手
には渡らないようにしなければならない。ドライバ３は、こうして、自身のプロフィール
を適切に設定し、これらのデータのロックを解除する（ｆｒｅｉｓｃｈａｌｔｅｎ）こと
ができる。
【００３２】
　作成されたデータプロフィールは、データメモリ５に保存され、ドライバ３の識別コー
ドと結び付けられる。データメモリ５は、ドライバ３の個人用コンピュータ、ＷＡＮ内の
サーバ、特にはインターネット内のサーバとすることができるし、持ち運び可能なデータ
メモリ、例えばメモリスティックや携帯電話とすることができる。また、データメモリ５
は、特に、登録所４がそのまま利用を提供しているデータメモリ、例えばインターネット
内で利用可能なサーバとすることもできる。
【００３３】
　第一の実施例（図２及び図３）では、プロフィールは、自動車１のデータメモリ６（Ｍ
）に送られる。自動車１がインターネット接続を有していれば、プロフィールは、サーバ
からインターネットを介してそのまま自動車１のデータメモリ６に送ることもできる。デ
ータプロフィールはしかし、自動車１内にあるデータインターフェースを介してデータメ
モリ６へ送ることもできる。データプロフィールを保存するためのデータメモリ５として
携帯電話を使う場合には、携帯電話は、インターフェースを介して自動車１と接続するこ
とができ、プロフィールデータ用のデータメモリとして機能し得る。この場合、自動車１
内にローカルに設置されたデータメモリ６へのさらなる転送は不要である。
【００３４】
　本発明の第一の実施例では、こうしてプロフィールデータが自動車１において利用可能
であり、その際、プロフィールデータは、自動車１内のローカルなデータメモリ６上に保
存されているか或いは持ち運び可能なメモリ（例えば携帯電話）により自動車１ないし自
動車の電子制御装置に接続される。
【００３５】
　自動車１は、ドライバ識別装置７（図３中のＩＤＥ）を有している。ドライバ識別装置
７は、本実施例では、ドライバ３の身分証明書の識別コードを読み取る無線センサを有し
ている。こうして、自動車１に乗車する際、ドライバ３は、身分証明書に基づいてドライ
バ識別装置７によって認識される。
【００３６】
　しかしながら、ドライバ識別装置７は、代替的に或いは補足的に、例えば、顔、虹彩組
織及び／又は指紋を認識する生体認証センサといった他の装置を有していてもよい。ドラ
イバ識別装置７は、予め設定されたコード（トークン）を入力するための入力装置を有し
ていてもよい。好ましい実施例において、識別コードは、持ち運び可能なデータメモリ、
特には携帯電話に保存されている。持ち運び可能なデータメモリは、ドライバ識別装置７
が識別コードを読み取って検証できるように、自動車１に乗車する際にデータ接続（Ｄａ
ｔｅｎｖｅｒｂｉｎｄｕｎｇ）を介してドライバ識別装置７と接続される。持ち運び可能
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なデータキャリアとドライバ識別装置７との間のデータ接続は、無線接続（特にブルート
ゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ））ないしケーブル接続されたデータ接続とすることができ
る。
【００３７】
　識別コード及びプロフィールのメモリとして、例えば携帯電話のような持ち運び可能な
データキャリアを使うことは、ドライバ３にとっては特に快適である。というのも、ドラ
イバは、自動車１において一つのデバイスを使って自身を識別させることができ且つ自身
のプロフィールデータを利用できるからである。しかし、その場合、別のセキュリティ機
構を設け、持ち運び可能なデータキャリアないし携帯電話の真正の所有者が本当にそれぞ
れの自動車１において自身を識別させるその者であるかどうかの検証が、上記セキュリテ
ィ機構を用いて行なわれることが有意義である。これは、持ち運び可能なデータキャリア
上の識別コードに結びつけられている生体認証データの検出や、識別コードに結びつけら
れているセキュリティコードの入力を要求することにより行なうことができる。
【００３８】
　ドライバ識別装置７は、信号生成装置８（図３中のＳ－Ｇ）に接続されている。信号生
成装置８により、識別されたドライバ３に特化したドライバ信号を生成することができる
。そのため、信号生成装置８は、自動車１に装備されたデータメモリ６に接続されており
、ドライバ３を識別した後にそのドライバに対応付けられたプロフィールデータを読み出
す。
【００３９】
　信号生成装置８は、送信・受信装置９（図３中のＳＥ／ＲＥ）に接続され、当該送信・
受信装置９は、無線信号を送信及び受信するためのアンテナ１０に接続されている。
【００４０】
　以下に、図４に基づいて、特化したドライバ信号を送信する方法について説明する。
【００４１】
　本方法は、ステップＳ１でスタートする。
【００４２】
　ステップＳ２では、ドライバ識別装置７によってドライバ３が識別される。これにより
、ドライバ３に関する一義的な識別コード（Ｉｄｅｎｔｉｆｉｋａｔｉｏｎｓｋｅｎｎｕ
ｎｇ）が用意される。
【００４３】
　ステップＳ３では、信号生成装置８は、先ず、送信・受信装置９とアンテナ１０を介し
て発信されるドライバ３に特化していない信号（非特化信号）を生成する。この非特化信
号は、他のデバイスとの通信が確立可能であることを示す情報を含み、このデバイスに、
必要があれば他の情報、特に特化した情報が送られ得る。
【００４４】
　ドライバ３に特化していない信号（非特化信号）は、絶えず、しかも自動車１の位置と
は無関係に発信される。とはいえ、信号生成装置８は、デバイス２が存在すると期待され
る自動車１の特定の位置においてだけ、ドライバ３に特化していない信号を発信するよう
に構成することもできる。信号生成装置８は、例えば、自動車１のナビゲーションシステ
ムにより特定された実際の位置データと、デバイス２の位置データが格納されているデー
タバンクのデータとを比較することにより、自動車１の周りにデバイス２が存在すること
についての情報を調べることができる。
【００４５】
　デバイス２がこのような信号を受信すると、次に、デバイス２自らが信号を送信し、こ
の信号によってデバイス２は自身を識別させる。それゆえ、ステップＳ４では、自動車１
のアンテナ１０と送信・受信装置９とを介して、然るべきデバイス信号を受信することが
試みられる。
【００４６】
　ステップＳ５では、デバイス２を識別できたかどうかが検証される。識別できた場合に
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は、本方法の工程は、ステップＳ６へと進み、そこでドライバ３に特化したドライバ信号
が生成される。ドライバ信号は、識別されたデバイス２に個別に合わせることができる。
デバイス２が、例えば、ドライバ３が駐車スペースないし部屋を予約したホテルの駐車案
内システムであるときには、ドライバ３の名前を送るだけで十分である。ホテルのコンピ
ュータシステム内に保存された予約データを用いてドライバ３を一義的に識別し、彼が然
るべきサービスを受けられるように計るには、これで十分であろう。これに対して、デバ
イス２が、道路に沿った車両案内システムであるときには、ドライバ３の名前を送ること
は不要で、むしろ特化したドライバ信号によりドライバ３の目的地を送ることの方が基本
的により適切である。目的地は、場所を指示する形で或いはドライバ３が行きたいと思う
特定の催し物のコードとして送ることができる。これに対して、デバイス２が、特定の捜
査願いを遂行する人探しシステムの構成部分であるときには、ドライバ３の名前が送られ
ると、逆に有意義である。デバイス２が、宣伝装置の構成要素であるときには、特化した
データを送ることが再び有意義であり得る。また、このとき、ドライバ３のプロフィール
データの他に、同乗者のプロフィールデータを送ることが有用であり得る。自動車１に子
供二人を含む一家族が乗っているとき、この家族にとって、例えば、然るべき宣伝装置に
よってプール、スキー場又はそれと同類の家族パスについて示されると、極めて都合がよ
い。このような宣伝情報は、車両の乗客にとって非常に都合のよいものであり、そのため
、個人的な情報が然るべき宣伝装置に送られれば、それは彼らの意に沿うものとなり得る
。
【００４７】
　このように生成されたドライバ信号がステップＳ７において発信される。
【００４８】
　ステップＳ８では、信号が然るべきデバイス２によって受信されたかどうかの検証が行
なわれ、その際、デバイス２は、相応の受信確認を発信し、自動車１は、再びこれを受信
することができる。ステップＳ８において、ドライバ信号が受信されなかったことが確か
められると、本方法の工程は、ステップＳ７に戻り、ドライバ信号が改めて送信される。
【００４９】
　ステップＳ８は、ドライバ信号を送ることが上手く行かないときに無限ループが起きな
いように、タイムアウト機能か最大繰り返し回数（Ｗｉｅｄｅｒｈｏｌｕｎｇｓｒａｔｅ
）を有して構成されている。
【００５０】
　これに対して、ステップＳ８において、ドライバ信号がデバイス２により受信されたこ
とが確かめられると、本方法の工程は、ステップＳ９へと進む。ステップＳ９では、ドラ
イバ信号を用いてドライバ３を電子証明するためのこの装置の動作が引き続き継続される
べきであるかどうかが検証される。継続する場合には、本方法の工程は、改めてステップ
Ｓ３に進み、再び非特化信号が送信される。
【００５１】
　ステップＳ５において、デバイス２が何ら識別され得なかったことが確認されると、本
方法の工程は、ドライバ信号を生成することなく、ステップＳ９へと進み、このステップ
において動作が継続されるべきであるかどうかが検証される。
【００５２】
　ステップＳ９において、装置の動作がもう継続されなくてもよいことが確かめられれば
、本方法の工程は、ステップＳ１０へと進み、このステップで方法が終了する。
ステップＳ１０は、通常は走行終了時に到達される。
【００５３】
　通常、本方法は、全走行期間の間に繰り返し実行される。
【００５４】
　第一の実施例によれば、こうして、要求されることのないまま非特化信号が送信され（
ステップＳ３）、これに対し、識別可能とされたデバイス２が、ドライバ３ないし他の乗
客についてのより詳細な情報を取得したいとの申し出を行う（ステップＳ４，Ｓ５）と、
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そのときには、然るべく特化したドライバ信号が生成され（Ｓ６）、発信される（Ｓ７）
。こうして、ドライバに特化した信号を周囲が利用できる。
【００５５】
　この通信は、近い距離、つまり、自動車１と、デバイス２の送信器ないし受信器との間
が１０ｍ～５００ｍを超えない距離、特には１０ｍ～３００ｍを超えない距離にわたって
行われる。速度が大きくなればなるほど、センサと受信器の信号出力と到達距離（Ｒｅｉ
ｃｈｗｅｉｔｅ）がそれだけ一層大きくならなければならない。歩行速度（Ｓｃｈｒｉｔ
ｔｇｅｓｃｈｗｉｎｄｉｇｋｅｉｔ）で進入する駐車施設の駐車案内システムでは、到達
距離は例えば１０　ｍで足りる。高速道路における交通案内システムでは、もっと大きな
距離が有用である。またこの場合、デバイス２が、高速道路ないし通りに沿って分散した
状態で複数の送信器及び受信器を有し、その結果、自動車１が、繰り返し複数箇所で同じ
デバイス２と通信できることは有意義であり得る。
【００５６】
　以下に、ドライバ信号を使用できるいくつかの例を挙げる。これらの例を列挙すること
が、請求項を完全なものにすることは決してない。
【００５７】
１．駐車案内システムでは、予め駐車スペースを取っておいたり予約したりすることがで
きる。ドライバ３は、ドライバ信号に基づいて認識され、所定の駐車スペースへと導かれ
る。このとき、ドライバ３の個人的な特徴が考慮される（例えば女性専用駐車スペース、
障害者用駐車スペース等々）。
【００５８】
２．情報装置は、ドライバ信号に含まれる特徴に応じて、特化した情報に適合させること
ができる。（特に、使用言語、名前、性別）
【００５９】
３．支払い済みの通行料金を自動的に確認することができる。このシステムは、例えば、
いわゆる通行料金チケット（Ｍａｕｔ－Ｐｉｃｋｅｒｌｎ）を使わなくてもよいようにで
きる。
【００６０】
４．フェリーのスペースや旅客列車のスペースを予約する場合、ドライバ３は、一方では
予約したスペースに案内され、他方では既に支払済みのフェリー料金を把握してもらえる
。
【００６１】
５．交通案内システムでは、ドライバ３は、車両の種類、車両の大きさ及び／又は駆動タ
イプに応じて、ドライバの目的地へ個別に案内してもらえる。
【００６２】
６．カーシェアリング利用者は、カーシェアリング場における駐車スペースへと誘導して
もらえる。
【００６３】
７．宣伝装置は、ドライバ信号内に含まれる情報に応じて、特化した宣伝情報を取捨選択
（ａｕｓｗａｅｈｌｅｎ　／　ａｂｓｃｈａｌｔｅｎ　／　ｅｉｎｓｃｈａｌｔｅｎ）す
ることができる。（特に、ドライバ３の好み。例えば、非喫煙者、ベジタリアン等。）
【００６４】
　図５は、自動車１とデバイス２とを有する本発明による第二の実施例を示す。以下、他
のものが述べられていない限り、本システムは、上述した第一の実施例と同じ装置、特徴
及び機能を有する。
【００６５】
　自動車１は、送信装置９とアンテナ１０を介し、規則的な間隔でドライバ３に特化した
ドライバ信号を送信する。しかしながら、この信号は、ドライバ３に関する識別しか含ん
でいない。デバイス２は、このドライバ信号を受信器により受信し、ドライバ３に関する
識別コードを引き出す。この識別コードは、ドライバ３が自分の自動車において自らを識
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別させるのに用いる識別コードに対応するものでもよいが、各ドライバ３に割り当てられ
ている他のコードでもよい。
【００６６】
　デバイス２は、受信した識別コードを用いて、サーバ１１から、ドライバ３の所定のプ
ロフィールデータをダウンロードすることができる。サーバ１１には、どのデバイス２或
いは複数デバイス２からなるどのグループが、プロフィールデータのどのデータの取得を
許されているかについても保管されている。
【００６７】
　サーバ１１から取得したプロフィールデータに基づいて、デバイス２は、ドライバ３に
対して個別に対応することができ、特に光学及び／又は音響信号をドライバ３に出力する
ことができる。
【００６８】
　第二の実施例の長所は、無線接続を介して自動車１からデバイス２への簡易な一方向通
信だけが行われるという点である。デバイス２は、残りのプロフィールデータを、例えば
ケーブル接続による広帯域配線を介してサーバ１１から取得することができる。このシス
テムの欠点は、ドライバ３が個人的なプロフィールデータを無関係なサーバ１１に預けな
ければならないことである。第一の実施例では、プロフィールデータは、ドライバ３が自
由に取り扱えるデータメモリ上に保存されている。
【００６９】
　使用中には、ドライバ３が第一の実施例と第二の実施例との違いに気付くことはない。
これは、いずれの実施例においても、ドライバ識別信号を受信するデバイス２が、自動車
のドライバ３ないし同乗者の要望に個別に応えることができるからである。
【００７０】
　以下に、特化したドライバ信号を送信する他の簡略化された方法を図６に基づいて説明
する。図４に示された方法を説明する際に、対応する個々のステップの説明は、既に詳細
になされているので、以下ではそれは行わない（Ｓ１≒Ｓ１１，Ｓ２≒Ｓ１２，Ｓ４≒Ｓ
１３，Ｓ６≒Ｓ１４，Ｓ７≒Ｓ１５，Ｓ９≒Ｓ１６，Ｓ１０≒Ｓ１７）。
【００７１】
　この方法は、ステップＳ１１でスタートする。
【００７２】
　ステップＳ１２では、ドライバ３がドライバ識別装置７により識別される。ステップＳ
１３では、デバイス２からの然るべきデバイス信号を自動車１のアンテナ１０及び送信・
受信装置９を介して受信しようと試みられる。これには、デバイス２が、自身を識別させ
るような信号を持続的に発信することが前提となる。
【００７３】
　このような信号が受信されたら、本方法の工程は、ステップＳ１４へと進み、そこで、
ドライバ３に特化したドライバ信号が生成される。ドライバ信号は、識別されたデバイス
２に個別に適合させることができる。
【００７４】
　生成されたドライバ信号は、ステップＳ１５において発信される。
【００７５】
　ステップＳ１６では、ドライバ信号を用いてドライバ３を電子証明するためのこの装置
の動作が引き続き継続されるべきかどうかが検証される。継続されるべきときには、本方
法の工程は、改めてステップＳ１３へと進み、そこで再び然るべきデバイス信号がデバイ
ス２により受信される。
【００７６】
　ステップＳ１６において装置の動作がもはや継続される必要がないことが確かめられれ
ば、本方法の工程は、ステップＳ１７へと進み、そこで本方法は終了する。ステップＳ１
７は、普通は走行終了時に到達される。
【００７７】



(12) JP 2017-506178 A 2017.3.2

10

　ステップＳ１３及びＳ１４は、それらの処理の順番が入れ替わってもよい。その場合に
は、ステップＳ１４における特化したドライバ信号の生成は、ステップＳ１３において受
信されたデバイス信号とは無関係に、したがって、デバイス２の種類とは無関係に行われ
る。
【００７８】
　普通は、本方法は、全走行期間の間に繰り返し実行される。
【符号の説明】
【００７９】
１　　　自動車
２　　　デバイス
３　　　ドライバ
４　　　登録所
５　　　データメモリ
６　　　データメモリ（自動車）
７　　　ドライバ識別装置
８　　　信号生成装置
９　　　送信・受信装置
１０　　アンテナ
１１　　サーバ

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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